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「特殊詐欺等の被害防止にかかる共同宣言」について 

 

高知銀行（頭取 河合祐子）は、高知県警察本部および高知県内に本店を置く金

融機関と合同で、「特殊詐欺等の被害防止にかかる共同宣言」を行いましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

当行は、これからもお客さまの大切な資産をお守りする取り組みを一層強化して

まいります。 

 

記 

１．実施日 

２０２５年１２月１９日（金） 

 

２．目的 

高知県警察本部と各金融機関が締結した「特殊詐欺等の被害防止にかかる協

定」に基づき、県民の詐欺被害根絶に取り組むことを宣言することで、官民一

体となって県民への周知ならびに本取り組みへの理解と協力を促し、被害防止

対策を推進する。 

 

３．共同宣言を表明した金融機関 

高知銀行、四国銀行、土佐信用組合、幡多信用金庫、宿毛商銀信用組合、高知

県信用農業協同組合連合会、高知県農業協同組合、高知市農業協同組合、土佐

くろしお農業協同組合、高知信用金庫 

    

以 上 

こうぎん 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
高知銀行 コンプライアンス統括部 

担当：古井 ℡088-871-1397 


